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(57)【要約】
【課題】発信側端末ユーザが、受信側端末が通信可能に
なったことを受信側端末ユーザの行為に依存せずに、知
ることができる通信システムを提供する。
【解決手段】受信側端末１０５が通信可能であるか否か
を識別し、通信不可能の状態から通信可能の状態となっ
た時にその旨を示す情報を管理装置１０３に送信する第
１の基地局１０４と、第１の基地局１０４から情報を受
信する管理装置１０３と、管理装置１０３から情報を発
信側端末１０１に送信することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信側端末が通信可能であるか否かを識別し、通信不可能の状態から通信可能の状態と
なった時にその旨を示す情報を管理装置に送信する基地局と、
　前記基地局から前記情報を受信する前記管理装置と、
　を備え、
　前記基地局は、前記管理装置から前記情報を発信側端末に送信することを特徴とする通
信システム。
【請求項２】
　前記基地局は、受信側端末と通信する通信規格を示す情報を管理装置に送信し、
前記管理装置は、前記基地局から前記通信規格を示す情報を受信し、該通信規格を示す情
報を発信側端末に送信することを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記基地局は、前記受信側端末が自端末の移動速度と位置情報とに基づいて算出した通
信の安定度を示す情報を前記受信側端末から受信し、該通信の安定度を示す情報を前記管
理装置に送信し、
　前記管理装置は、前記基地局から前記通信の安定度を示す情報を受信し、該通信の安定
度を示す情報を発信側端末に送信することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の
通信システム。
【請求項４】
　複数の前記受信側端末の前記通信規格を示す情報を一覧にして表示する表示部を備える
発信側端末を更に有することを特徴とする請求項２に記載の通信システム。
【請求項５】
　複数の前記受信側端末の前記安定度を示す情報を一覧にして表示する表示部を備える発
信側端末を更に有することを特徴とする請求項３に記載の通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、移動通信システムにおいて、受信側端末が電源オフ又は通信圏外状態の場合は、
留守番電話サービスを利用して、発信側端末ユーザが受信側端末ユーザへ伝言を残すこと
が可能である。その場合、受信側端末が通信圏内に戻るか、もしくは電源を入れ通信可能
になったときにその伝言された内容を自動通知している（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　以上のように、従来は、受信側端末が通話可能状態に戻ったときに、発信側端末ユーザ
から着信があったことを知ることができた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２１９８１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、受信側端末ユーザは、通信可能状態になったとしても、すぐに発信側端
末ユーザに返信するとは限らないので、発信側端末ユーザは、受信側端末がいつ通信可能
状態に戻ったか知ることができなかった。換言すれば、発信側端末ユーザは受信側端末が
通信可能になったことを受信側端末ユーザの行為に依存せずに、知ることができないとい
う問題があった。
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【０００６】
　そこで本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、発信側端末ユーザが、受信側
端末が通信可能になったことを受信側端末ユーザの行為に依存せずに、知ることができる
通信システムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様である通信システムは、受信側端末が通
信可能であるか否かを識別し、通信不可能の状態から通信可能の状態となった時にその旨
を示す情報を管理装置に送信する基地局と、前記基地局から前記情報を受信する前記管理
装置と、を備え、前記基地局は、前記管理装置から前記情報を発信側端末に送信すること
を特徴とする。
　上記通信システムによれば、受信側端末が通信可能となったという情報が、発信側端末
に送信されるので、発信側端末ユーザは受信側端末が通信可能になったことを受信側端末
ユーザの行為に依存せずに、知ることができる。
【０００８】
　上記通信システムの前記基地局は、前記受信側端末が自端末の移動速度と位置情報とに
基づいて算出した通信の安定度を示す情報を前記受信側端末から受信し、該通信の安定度
を示す情報を前記管理装置に送信し、
　前記管理装置は、前記基地局から前記通信の安定度を示す情報を受信し、該通信の安定
度を示す情報を発信側端末に送信するものであってもよい。
　これによれば、受信側端末ユーザが通信している基地局の通信規格が分かるので、送信
者は、各通信規格に適した情報量のデータを送信することができる。
【０００９】
　上記通信システムの前記基地局は、前記受信側端末から自端末の移動速度と位置情報と
に基づいて通信の安定度を算出し、該算出した安定度を示す情報を受信し、該安定度を示
す情報を前記管理装置に送信し、
　前記管理装置は、前記基地局から前記安定度を示す情報を受信し、該安定度を示す情報
を発信側端末に送信するものであってもよい。
　これによれば、送信側端末のユーザは、受信側端末と安定して通信できるか否か分かる
。従って、予め安定して通信することができることが分かっていれば、時間を要するよう
なデータ通信においても、途中で通信が切れてしまうことなく、確実に通信を行うことが
できる。
【００１０】
　上記通信システムは、複数の前記受信側端末の前記通信規格を示す情報を一覧にして表
示する表示部を備える発信側端末を更に有するものであってもよい。
　これによれば、発信側端末ユーザは、複数の受信側端末ユーザの中から１人を選択して
、通信すればいいような状況において、各受信側端末の通信規格を知ることができ、実際
に通信することなく最適な対象者を選択することができる。
【００１１】
　上記通信システムは、複数の前記受信側端末の前記安定度を示す情報を一覧にして表示
する表示部を備える発信側端末を更に有するものであってもよい。
　これによれば、発信側端末ユーザは、複数の受信側端末ユーザの中から１人を選択して
、通信すればいいような状況において、各受信側端末の通信の安定度を知ることができ、
実際に通信することなく最適な対象者を選択することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、発信側ユーザが、受信側端末が通信可能になったことを受信側端末ユ
ーザの行為に依存せずに、知ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本発明の一実施形態による通信システムのブロック構成図である。
【図２】通信規格の通知システムを説明するための図である。
【図３】本発明の一実施形態による受信側端末のブロック構成図である。
【図４】受信側端末による受信側端末の通信情報の通知と、発信側端末によるその情報の
取得の流れを説明するための図である。
【図５】発信側端末の表示部に示される情報について説明するための図である。
【図６】通信可能情報を通知する処理の流れについてのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。図１は、本発明の
一実施形態による通信システムのブロック構成図である。
通信システム１００は、発信側端末１０１と、第２の基地局１０２と、管理装置１０３と
、第１の基地局１０４と、受信側端末１０５と、を用いて構成されている。図２は、通信
規格の通知システムを説明するための図である。図２を用いて、通信システム１００の構
成要素の処理について説明する。
【００１５】
　［発信時］
　まず、発信時における通信システムの処理について、図２のＰ２１ａを用いて、説明す
る。図２のＰ２１ａの処理において、発信側端末１０１は、受信側端末１０５と無線通信
するために、第２の基地局１０２に電波を送信する。
　第２の基地局１０２は、発信側端末１０１から電波を受信し、当該電波に基づいて、管
理装置１０３に通信開始信号を送信する。
【００１６】
　管理装置１０３は、第２の基地局１０２から通信開始信号を受信し、当該通信開始信号
に基づいて、着信先である受信側端末１０５が通信圏内にいるか否か（位置登録している
か否か）を確認する。ここでは、受信側端末１０５の電源が切られているまたは通信圏外
にいるため、受信側端末１０５は、管理装置１０３によって通信圏内にいないと判定され
る。また、発信側端末１０１から受信側端末１０５に対する通信が不可であることを示す
発信記録が、管理装置１０３に保存される。
【００１７】
　［受信側端末１０５が通信不可能の時］
　管理装置１０３は、第２の基地局１０２へ通信不可能情報を送信する。図２のＰ２３ｂ
の処理において、第２の基地局１０２は、受信側端末１０５が通信不可能の場合、管理装
置１０３から受信した通信不可能情報を発信側端末１０１へ送信する。
　発信側端末１０１は、発信後、受信側端末１０５が通信不可能の場合、第２の基地局１
０２から、通信不可能情報を受信する。
【００１８】
　［受信側端末１０５が通信可能となったとき］
　続いて、受信側端末１０５が通信可能となったときの通信システムの処理について、図
２のＰ２４、Ｐ２５ａおよびＰ２５ｂを用いて説明する。
　図２のＰ２４の処理において、第１の基地局１０４は応答を要求する情報を含んだ電波
を送信する。通信不可能の状態から通信可能の状態となった受信側端末１０５は、第１の
基地局１０４から前記電波を受信し、通信不可能の状態から通信可能の状態となった旨を
示す情報を含んだ電波を第１の基地局１０４へ送信する。
【００１９】
　
　第１の基地局１０４は、受信側端末１０５から前記通信可能の状態となった旨を示す情
報を含んだ電波を受信し、当該受信した電波に基づいて、受信側端末１０５と通信可能に
なったと判定する。これによって、第１の基地局１０４による受信側端末１０５の認識（
位置登録）が完了する。
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【００２０】
　図２のＰ２５ａの処理において、受信側端末１０５は、第１の基地局１０４と通信可能
になると、第１の基地局１０４へ通信安定度を送信する。
　第１の基地局１０４は、第１の基地局１０４から前記通信安定度を受信し、当該通信安
定度を管理装置１０３へ送信する。
【００２１】
　また、第１の基地局１０４は、通信可能情報と受信側端末１０５の通信規格を、管理装
置１０３へ送信する。以下、受信側端末の通信規格と通信安定度を総称して、通信状態情
報と称する。
　管理装置１０３は、第１の基地局１０４から通信可能情報と通信状態情報を受信し、発
信記録に基づいて当該通信可能情報と通信状態情報を発信側端末１０１に送信する。
【００２２】
　図２のＰ２５ｂの処理において、第２の基地局１０２は、管理装置１０３から、通信可
能情報と通信状態情報を受信し、当該通信可能情報と通信状態情報を発信側端末１０１に
送信する。
　発信側端末１０１は、第２の基地局１０２から、前記通信可能情報と通信状態情報を受
信する。
【００２３】
　［定期的通信時］
　続いて、定期的通信時における通信システムの処理について、図２のＰ２６ａおよびＰ
２６ｂを用いて説明する。
　図２のＰ２６ａの処理において、受信側端末１０５は、自端末の通信状態情報を、第２
の基地局に送信する。
【００２４】
　第２の基地局１０２は、受信側端末１０５から前記受信側端末１０５の通信状態情報を
受信し、当該情報を管理装置１０３に送信する。
　管理装置１０３は、第２の基地局１０２から前記受信側端末１０５の通信状態情報を受
信し、発信記録に基づいて当該情報を第２の基地局１０２に送信する。
【００２５】
　図２のＰ２６ｂの処理において、第２の基地局１０２は、管理装置１０３から前記受信
側端末１０５の通信状態情報を受信し、当該情報を発信側端末１０１に送信する。
　発信側端末１０１は、第２の基地局１０２から、前記受信側端末１０５の通信状態情報
を受信する。
【００２６】
　続いて、図３を用いて、受信側端末１０５の構成について説明する。図３は、本発明の
一実施形態による受信側端末のブロック構成図である。受信側端末１０５は、アンテナ３
０１と、送受信部３０２と、電波強度算出部３０３と、測位部３０４と、速度算出部３０
５と、電波安定度判定部３０６と、表示部３０７と、を用いて構成されている。
【００２７】
　アンテナ３０１は、第１の基地局１０４と電波の送受信をする。
　送受信部３０２は、デジタル信号を符号化し、変調して電波に変換し、アンテナ３０１
に出力する。
　また、送受信部３０２は、アンテナ３０１から入力された電波を復調し、復号して
デジタル信号に変換する。
【００２８】
　また、送受信部３０２は、前記デジタル信号を電波強度算出部３０３に出力する。
　また、送受信部３０２は、前記デジタル信号を測位部３０４に出力する。
　また、送受信部３０２は、電波安定度判定部３０６から入力された今後の通信状態の安
定度（以下、通信安定度と称する）を表示部３０７に出力する。
【００２９】
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　続いて、通信安定度を算出する方法について、図３を用いて説明する。
　電波強度測定部３０３は、当該受信側端末１０５自身が第１の基地局１０４から受ける
電波の強度を測定する。
　測位部３０４は、ＧＰＳによって受信側端末１０５自身の位置を計測し、当該位置情報
を速度算出部３０５に出力する。
　速度算出部３０５は、入力された位置情報から受信側端末１０５の移動速度を算出し、
当該算出した移動速度と位置情報を電波安定度判定部３０６に出力する。
【００３０】
　通信安定度は、受信側端末が安定的に特定の基地局圏内にあることを示す指標であり、
以下の手順で算出される。
　電波安定度判定部３０６は、入力された移動速度に基づいて、受信側端末１０５が高速
で移動を行っている場合は通信安定度を下げる。
【００３１】
　また、電波安定度判定部３０６は、入力された位置情報から移動経路を算出し、その移
動経路から通信圏内から出そうなときは通信安定度を下げる。
　電波安定度判定部３０６は、上記２点を複合的に判断し、受信端末内において安定性を
ランク付けすることによって、通信安定度を算出し、送受信部３０２に出力する。
【００３２】
　続いて、受信側端末の通信安定度の通知方法の概要（図２のＰ２５ａ～Ｐ２６ｂに相当
）について、図４を用いて説明する。図４は、受信側端末による受信側端末の通信情報の
通知と、発信側端末によるその情報の取得の流れを説明するための図である。
　基地局４０７Ｃの通信範囲に、受信側端末４０４が存在するとき、当該受信側端末４０
４は、その通信安定度を基地局４０７Ｃに送信する。基地局４０７Ｃは、当該通信安定度
を管理装置４０２に送信する。
【００３３】
　管理装置４０２は、受信した当該通信安定度を管理装置４０２の記憶装置に保存し、当
該通信安定度を基地局４０７ａに送信する。基地局４０７ａは、管理装置４０２から前記
通信安定度を受信し、発信側端末４０１に送信する。発信側端末４０１は、前記通信安定
度を受信する。
【００３４】
　発信側端末４０１は当該通信安定度に基づいて、表示部５０１に示された通信安定度５
０５の表示を切り替える。具体的には、例えば、通信安定度５０５を棒の表示（ゲージ）
で表し、そのゲージの数を増減させて表示する。これによって、受信側端末が安定して通
信できることを発信側端末ユーザに通知することができる。
【００３５】
　続いて、受信側端末が通信する基地局の通信規格の種類（以下、通信規格と称する）の
通知方法についての概要について、図４を用いて説明する。
　受信側端末４０３が基地局４０７ｂと通信可能になると（例えば、ハンドオーバー時、
電源オン時または通信圏内に入ったときなど）、基地局４０７ｂは、当該通信規格を管理
装置４０２へ送信する。
【００３６】
　管理装置４０２は、受信した当該通信規格を管理装置の記憶装置に保存し、当該通信規
格を基地局４０７ａに送信する。基地局４０７ａは、当該通信規格を発信側端末４０１に
出力する。そして、当該通信規格を発信側端末４０１に出力し、発信側端末４０１は、発
信側端末４０１の表示部に当該通信規格の情報を表示する。これによって、受信側端末の
通信規格を発信側端末ユーザに通知することができる。
【００３７】
　また、管理装置４０２は、発信側端末が指定する複数の受信側端末の通信可否状態、通
信規格または通信安定度を送信してもよい。これによって、発信側端末ユーザは、複数の
受信側端末ユーザの中から１人を選択して、通信すればいいような状況において、各受信
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側端末の通信状態を知ることができ、実際に通信することなく最適な対象者を選択するこ
とができる。
【００３８】
　続いて、図５を用いて、発信側端末１０１の表示部５０１に示される情報について説明
する。図５は、発信側端末の表示部に示される情報について説明するための図である。
　表示部５０１は、受信側端末ユーザ情報５０２と、通信可否状態５０３と、通信規格５
０４と、通信安定度５０５とを表示する。
【００３９】
　受信側端末ユーザ情報５０２は、受信側端末ユーザの名前である。通信可否状態５０３
は、受信側端末１０５が「通信可能」であるか「通信不可能」であるかを表している。
　通信規格５０４は、基地局の通信規格である。例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＬＴＥなどを表
示する。これによって、発信側端末ユーザは、受信側端末１０５の通信帯域を知ることが
できるので、受信側端末１０５とデータ量が多い通信をできるか否か判断することができ
る。
【００４０】
　通信安定度５０５は、今後の通信状態の安定度を表している。その表示方法は、図５の
ようにゲージで表す他に、星型の図形の数で表してもよいし、文字で高速、中速、低速と
表示してもよい。
【００４１】
　受信側端末１０５は、受信側端末１０５が通信している基地局が変更されたとき、もし
くは受信側端末１０５と基地局間で通信を行ったときに随時、通信可否状態、通信規格ま
たは通信安定度を送信側端末に送信する。発信側端末１０１は、当該通信可否状態、通信
規格または通信安定度を受信し、表示部５０１に表示する、これによって、発信側端末ユ
ーザは、受信側端末の通信可否状態、通信規格または通信安定度を常時監視することがで
きる。
【００４２】
　続いて、図６のフローチャートを用いて、通信可能情報を通知する処理の流れについて
説明する。図６は、通信可能情報を通知する処理の流れについてのフローチャートである
。
　発信側端末ユーザは、発信側端末１０１から電波を発信する（ステップ　Ｓ６０１）。
受信側端末１０５と無線通信が出来る場合（ステップ　Ｓ６０２　ＹＥＳ）、受信側端末
１０５と無線通信する（ステップ　Ｓ６０７）。
【００４３】
　受信側端末１０５と無線通信が出来ない場合（ステップ　Ｓ６０２　ＮＯ）、第１の基
地局１０４は、通信不可能情報を管理装置１０３へ送信し、管理装置１０３は、当該通信
不可能情報に基づいて、発信記録を保存する（ステップ　Ｓ６０３）。受信側端末１０５
が通信可能となった場合（例えば、受信側端末１０５の電源がオンになった場合または受
信側端末１０５がある基地局の通信圏内に入った場合等）には、第１の基地局１０４は、
管理装置１０３と第２の基地局１０２を介して、発信側端末１０５へ通信可能という情報
（以下、通信可能情報）を送信する（ステップ　Ｓ６０４）。
【００４４】
　発信側端末１０１は、受信した当該通信可能情報に基づいて、「通信可能」を表示部５
０１に表示する。当該「通信可能」の表示を見た発信側端末ユーザは、発信側端末１０１
から電波を発信し（ステップ　Ｓ６０６）、第１の基地局１０４は、再度通信可否の判定
をする（ステップ　Ｓ６０２）。
【００４５】
　以上により、発信側端末ユーザの通信可能状態および通信不可能状態を持続的に知るこ
とによって、実際に発信することなく、通信の可否を判断することができる。
　また、発信側端末ユーザは受信側端末ユーザが通信可能状態になるとすぐに、通信可能
になったことを知ることができる。
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【００４６】
　また、受信側端末ユーザが通信している基地局の通信規格が分かるので、送信側端末ユ
ーザは、各通信規格に適した情報量のデータを送信することができる。
　また、本発明を用いることで、受信側端末ユーザが安定して通信圏内にいることが分か
るので、時間を要するようなデータ通信においても、途中で通信が切れてしまうことなく
、確実に通信を行うことができる。
【００４７】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
【符号の説明】
【００４８】
１０１　発信側端末
１０２　第２の基地局
１０３　管理装置
１０４　第１の基地局
１０５　受信側端末
３０１　アンテナ
３０２　送受信部
３０３　電波強度算出部
３０４　測位部
３０５　速度算出部
３０６　電波安定度判定部
３０７　表示部
４０１　発信側端末
４０２　管理装置
４０３　受信側端末
４０４　受信側端末
４０５　受信側端末
４０６　受信側端末
４０７ａ　基地局
４０７ｂ　基地局
４０７ｃ　基地局
５０１　表示部
５０２　受信側端末ユーザ情報
５０３　通信可否状態
５０４　通信規格
５０５　通信安定度
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